
消防署からのお知らせ消防署からのお知らせ 第３回 鶴居村防火標語「慣れたころ　油断してると　火の危険」
令和5年度 全国統一防火標語「火を消して 不安を消して つなぐ未来」

　５月に行いました、住宅用火災警報器の設置率調査にご協力いただきありがとうございました。調査結果は以下のとお
りです。

調査世帯数 設置世帯数 設置率 ※調査世帯数は定数以上（２４世帯以上）を無作為に抽出した世帯数となっ
　ています。
※調査結果は昨年度の結果に今回の調査結果を反映させて計算しています。９３世帯 ８１世帯※ ８7.09 ％

未設置のご家庭へ
　「鍋の空焚きから火が起きた」「電気ストーブを付けたまま就寝してしまい布団が接触し火がついた」「タバコの火の不
始末により周りに燃え移った」「コンセントのホコリから火がついた」など、日常生活の中で気付かぬうちに起きてしま
う火災を、住宅用火災警報器が設置されていたことにより警報音で早期に気付くことができ未然に防ぐことができたとい
う報告が全国から数多く報告されております。
　住宅用火災警報器の設置は法律で義務づけられています！皆さんの貴重な命や財産を守るため早急に設置しましょう。
設置済みのご家庭へ

　次の３つのポイントに注意して継続的に維持管理を行い、いざという時に備えましょう。
①　定期的に作動点検をしましょう。
②　古くなると電子部品の寿命・電池切れにより火災が感知できなくなることがあるため、
　おおむね１０年を目安に機器の交換をしましょう。
③　ホコリなどが溜まっていないか確認し清掃しましょう。

住宅用火災警報器の設置率調査結果について

　毎年、管内においてトラクターなどの農業用車両や機械から火災が多く発生しています。作業車両
を始動する前にはエンジン部などの高温部分に枯れ草や鳥の巣がないことを確認し作業を開始しましょ
う。また、定期的に点検し火災予防に努めましょう。

農作業をする前に！

緊急時はいつでもすぐに119番通報しましょう（火事・救急・救助）

　消防では第４回鶴居村防火標語を募集します。一人ひとりが火災予防の意識を強
く持ち、村民全員の力で「火災ゼロ」を目指しましょう！！
　応募する際は消防より配布の応募用紙に記入の上、消防署に提出してください。
最優秀賞に選ばれた作品は消防のイベントでの活用や鶴居小学校前、幌呂小学校、
下幌呂消防部詰所に掲示されるほか、入賞された方には消防署長より表彰状及び副
賞を贈呈します。
※応募用紙は消防署にも用意をしていますので、必要な方は消防署までお越しくだ
さい。
　募集期間　令和５年６月１日～令和５年７月３１日
　防火標語使用期間　令和５年１０月１５日～令和６年１０月１４日

鶴居村防火標語の募集について

　ガソリン・灯油・軽油などの危険物は事業所等だけではなく私たちの生活に欠かせないものとなっ
ています。しかし、小さな不注意で生活のすべてを壊しかねない危険なものです。
　そこで、平成２年に自主保安体制の確立と、意識の高揚・啓発を図るため消防庁が制定したのが
危険物安全週間です。制定以来、毎年６月の第２週が実施期間となっており、今年度は「意志つな
ぐ　連携プレーで　事故防ぐ」を統一標語に、６月４日（日）から１０日（土）まで実施されます。
　今回は、家庭内でよく使用される灯油を安全に保管するための注意点を紹介します。

危険物安全週間について

灯油の保管の注意点

１．シーズン中に使いきれなかった灯油は次に持ち越さず処分する。・・・長期間保存をすると灯油は変質し、それを
　　使うとヒーターの故障や、事故につながります。
２．直射日光が当たらず、温度と湿度が低い場所（室内）に保管する。・・・高温、多湿は灯油の変質を早めます。
３．外で保管しなくてはいけない場合は室外用タンクを使用する。・・・室外用は、紫外線や、雨水・結露などの水分、
　　温度の変化に室内用よりも耐えることができます。
４．子どもや、ペットの手の届かない場所に置く。・・・タンクを倒したりして、こぼしてしまうことを防ぎましょう。
５．火気の近くに置かない。・・・直接引火するリスクを減らしましょう。

危険物の取扱いや防火に関するご相談は鶴居消防署（☎６４－２３４４）までご連絡ください。

11　令和５年６月号


